
年金資金の管理運用を担う法人の在り方に関する検討会 

 

（開催要綱） 

                                

 

 

１ 目的 

  年金積立金管理運用独立行政法人については、「独立行政法人の制度及び組織の見直し

の基本方針（平成２４年１月２０日閣議決定）」により、固有の根拠法に基づき設立され

る法人とする等の方針が定められたところ。 

本検討会は、基本方針に基づく法人の仕組みを検討するため、厚生労働省年金局長（以

下「年金局長」という。）が有識者の参集を求め、開催するものである。 

 

２ 論点 

 ・会社法を参考にした監査機能・リスク管理機能の強化 

 ・経営に係る責任の明確化 

 ・外部の目による徹底した評価 

・国の関与の強化 

・透明性及び説明責任の確保 

・その他 

 

３ 構成員 

・別紙のとおり 

 

４ 今後の進め方 

・論点について年内を目処にとりまとめる。 

 

５ 運営    

・検討会の庶務は、年金局総務課において行う。 

 ・検討会は年金局長の検討会として開催する。 
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  （別紙）  

（敬称略・五十音順） 
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